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答 申 書 

 

 

 令和４年２月１日付け高総法第９１２号で諮問のあった事項について、別紙

のとおり答申する。 
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１ 審査請求があった場合等における諮問機関の在り方について 

(1) 本市の個人情報保護制度は、これまで高槻市個人情報保護条例（以下「個

人情報保護条例」という。）の規定に基づき運営されてきたが、今般の「個

人情報の保護に関する法律」の一部改正に伴い、改正後の個人情報の保護に

関する法律（以下「法」という。）の施行後においては、法の規定に基づき

同制度を運営することとなった。 
現行、個人情報保護条例に基づき設置されている高槻市個人情報保護審

査会については、法の施行に合わせ「行政不服審査法第８１条第１項又は第

２項の機関」として設置しなければならないところ、実施機関においては、

附属機関の見直しに際しては、高槻市個人情報保護運営審議会のほか、高槻

市情報公開審査会及び高槻市行政不服審査会との調整を要するとして、こ

れらの附属機関の事務を統合的に担任する附属機関を新たに設置すること

を予定している。 
以上から、個人情報保護制度の見直しが情報公開制度に影響を及ぼすこ

ととなるため、情報公開制度の運営に関する重要事項として、高槻市情報公

開条例（以下「条例」という。）第１９条第１項第２号の規定により諮問さ

れたものである。 

 
(2) 現行の高槻市個人情報保護運営審議会が担任する「個人情報保護制度の

運営に関する重要事項」の調査審議においては、例えば、自己情報開示等の

決定に係る判断基準の建議を行うこと等が想定されるところ、当審査会と

しては、両制度の運営に係る建議機能を有する機関と、処分に対する審査請

求に係る審査機能を有する機関とを統合することにつき、制度運営上の懸

念がないわけではない。 
   しかしながら、各附属機関の担任事務にはそれぞれ共通点ないし関連す

る点が多く存するものであるところ、法施行を踏まえた見直しを余儀なく

されている現状において、行政不服審査法の趣旨や情報公開制度及び個人

情報保護制度の関係性を考慮し、組織体系の全体的な整理を行おうとする

実施機関の方針についても、一定の合理性が認められる。 

 
(3) 実施機関においては、当該附属機関委員における事務負担の軽減や適正

な委員報酬の在り方等についても併せて検討を行い、情報公開制度はもと

より、個人情報保護制度及び行政不服審査制度の質的な維持・向上を図るよ

う要望し、当審査会は本件を承認する。 

 

 

 

別紙 
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２ 不作為に対する審査請求に係る審査手続について 
(1) 本市では、情報公開制度及び個人情報保護制度のいずれにおいても、処分

に対する審査請求においては「審理員による審理手続（以下「審理員審理」

という。）」の適用が除外されている一方で、不作為に対する審査請求におい

ては審理員審理が適用されてきた。 
   しかし、国は、平成２８年４月に行政不服審査法の抜本的な見直しが行わ

れたことを契機に、処分と不作為の審査請求が機能的に類似することとな

ったとして、国の個人情報保護制度における処分及び不作為に係る審査請

求手続から審理員審理を除外することとなった。国においては、今般の個人

情報保護制度の見直しに当たり、この考え方を踏襲しているため、法の施行

後は、本市の個人情報保護制度においても不作為に係る審査請求手続から

審理員審理が除外されることとなる。 
   以上を踏まえ、本市の情報公開制度における不作為に係る審査請求手続

についても、見直し後の個人情報保護制度と同様の取扱いにしようとする

ことから、条例第１９条第１項第２号の規定により諮問されたものである。 

 
(2) 不作為に係る審査請求については、行政不服審査法の改正により、審査庁

が、不作為が単に違法又は不当であるか否かのみならず、一定の処分をすべ

きか否かも審査できるようになった点で、実質的に処分の審査請求との差

異がなくなったこと、また、個人情報保護制度と同様の審査体系とすること

は、新たな附属機関における円滑な審査手続に資すると考えられることか

ら、当審査会は本件を承認する。 


